
 
 

（担当 文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進課 内線 2779） 

事 

項 

有松古民家利活用事業におけるまちづくり会社の設立について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

 

本市では、国の重要伝統的建造物群保存地区であり、日本遺産である有松におい

て古民家利活用事業の推進を支援してきましたが、このたび、地域住民および地元

企業がまちづくり会社を立ち上げることとなりましたのでお知らせします。 
 

１ 有松古民家利活用事業とは 

有松町並み保存地区内にある伝統的建造物を含む複数の物件（古民家）を面的・

連鎖的に利活用することにより、地区の更なる魅力向上を図る事業です。 

今後は、まちづくり会社が古民家を宿泊や飲食施設等に改修し、有松の魅力 

を五感で感じられる仕掛けを行います。 

 

２ 設立会社の概要 

（１）名 称 有松未来創造株式会社 

（２）代 表 者 中濵 豊（有松まちづくりの会会長） 

（３）他の出資者 株式会社つぎと、名古屋鉄道株式会社 

（４）設立予定日 令和７年２月１４日 

 

３ その他 

  令和７年２月７日（金）にまちづくり会社に参画する事業者による市長訪問を

行います。 

 

４ 参考 

（１）株式会社つぎとについて 

       代表者：代表取締役 内田一平 

      所在地：大阪府貝塚市海塚一丁目1-23 ポートフォリオ内 

 

（２）株式会社つぎとによる他都市の古民家利活用の実績 

 
 
 
 
 
 
   旧松久才治郎邸（岐阜県美濃市）   稲村亭（和歌山県東牟婁郡串本町） 

 

備
考 

本件は、令和７年１月３１日に市政記者クラブに資料提供しました。 

幹部会報告事 項 

令和 7年 2月 3日 

観光文化交流 局 



幹 部 会 報 告 事 項 

                              令和 7 年 2 月 3 日 

環 境 局 

（環境局環境企画部環境企画課 223-1066） 

事 

項 

「ラムサール条約湿地自治体認証制度」に基づく本市の認証について 

内 

容 

 

令和７年１月20日～24日にスイスのグランで開催されたラムサール条約第

64回常設委員会において、「ラムサール条約湿地自治体認証制度」に基づく

本市の認証が決定しましたのでお知らせします。 

 

１ ラムサール条約湿地自治体認証制度とは 

ラムサール条約の決議XII.10に基づく枠組みで、自治体のブランド化及

び地域における湿地の保全や賢明な利用（ワイズユース）の推進を図るこ

とを目的とし、湿地の保全・再生、管理への地域関係者の参加、普及啓発、

環境教育等の推進に関する国際基準に該当する自治体に対して認証を行

うものです。有効期間は認証から６年間です（更新可能）。 

 

２ 本市の主な申請概要 

・藤前干潟をごみの埋立処分場にする計画を中止し、「ごみ非常事態宣言」

の発表により、市民・事業者と徹底的にごみを減らす取り組みを進め、藤

前干潟を保全 

・地域住民、市民団体、研究者、関係行政機関等が藤前干潟の保全と活用

をはかるための話し合いの場として藤前干潟協議会が発足 

・藤前干潟周辺で観察会や様々なイベント等を実施し、環境教育の場とし

て活用 

・名古屋市環境学習センターにおける学校教育等への環境学習支援 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

・ラムサール条約第 15 回締約国会議（COP15）において認証式が開催され

る見込み（令和７年７月開催予定） 

・本制度に基づく認証を受けた自治体は、本市が日本国内で３番目 

 

４ 参考 

  環境省報道発表資料 

（掲載ウェブページ  https://www.env.go.jp/press/press_04284.html） 

   ※14時に公開 

備 

考 

本件は、本日市政記者クラブに資料提供します。 

http://#


 

 

 

藤前干潟の概要 

 

位置 

名古屋市の南西部に位置し、庄内川・

新川・日光川の河口を中心とする地域 
 

 
ラムサール条約登録の経緯 

1999年 1月 埋立計画中止 

1999年 2月 ごみ非常事態宣言 

2002年11月 ラムサール条約登録 

 2002年11月 ラムサール条約登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤前干潟での環境教育 

 

 

日光川 新
川 

庄
内
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干潟体験 野鳥観察 



幹部会報告事項 

令和７年２月３日 

環 境 局 

事 

項 

官庁街フードドライブの実施について 

内 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容 

１ 趣 旨 

日本では、年間約４７２万トン（令和４年度農林水産省及び環境省推計値）

の食品ロスが発生しており、国民１人あたりに換算すると、毎日おにぎり１個

分の量に近い食べ物を捨てている計算になります。 

官庁街が一体となり、食品ロス削減運動への理解の促進と、職員自ら率先

して取り組む機運の醸成を図るため、このたび、官庁街に勤務する職員等を

対象とした「官庁街フードドライブ」を東海農政局・中部地方環境事務所・

愛知県と同時に開催します。 

各局室の皆様には、この機会に家庭にある手つかずの食品をお持ちいただ

くなど、積極的なご参加をお願いいたします。 

 

２ 開催日時 

令和７年２月１４日（金）１２時００分から１３時００分まで  

 

３ 受付場所 

市役所本庁舎 地下１階 施策ＰＲスペース 

※ 東海農政局・中部地方環境事務所・愛知県と同日の開催となります。食

品の条件、他の受付場所等は別添をご参照ください。 

 

 

（参 考） 

～「フードドライブ」とは～ 

家庭にある手つかず食品を持ち寄り、まとめてフードバンク活動団体や、地

域の福祉施設などに寄付する活動であり、食品ロスの削減だけでなく、食料の

支援を必要とする人への支援にもつながります。 

環境局では、環境学習センター（中区）・なごや生物多様性センター（天白

区）を拠点に、市民から食品の受付を行っています。 

備 

考 

本件は、本日、市政記者クラブへ資料提供します。 

（資源循環部資源循環推進課 内線２２９７） 







幹 部 会 報 告 事 項  

令和 7 年 2 月 3 日 

住 宅 都 市 局 

事項 名駅南地区のまちに にぎわいをつくる社会実験の実施について 

内 

 

 

 

容 

名駅南地区においては、「名駅南まちづくり方針」に基づき、名古屋市と名

駅南地区まちづくり区協議会が連携して、ウォーカブルなまちづくりを進め

ています。この度、名駅南地区に人々が足を運びたくなるような仕掛けづく

りの一環として、道路空間を活用した人工芝・ベンチ等のにぎわい空間の創

出やイベントの開催により、まちに にぎわいをつくる社会実験を下記のとお

り実施します。 

 

１ 日 時   

・にぎわい空間創出 

令和 7 年 3 月 3 日（月）～3 月 16 日（日） 終日 

・イベント開催「名駅南クリチャレ五千人祭」 

    令和 7 年 3 月 14 日（金） 17:00～20:00 

令和 7 年 3 月 15 日（土） 10:00～16:00 

 

２ 場 所 

①名駅南通（祢宜公園東側） 

②名駅南通（交差点北側） 

③三蔵通 （クリばこ北側） 

 

３ 主 催   

・にぎわい空間創出 

    名古屋市 

・イベント開催 

名駅南地区まちづくり協議会 

 

４ 実施内容 

・にぎわい空間創出 

歩道空間の拡幅（約 4m→約 7m）、人工芝やベンチ等の設置 

・イベント開催 

飲食物を提供するキッチンカーの出店等 ※詳細はチラシをご参照ください。 

 

５ 検証事項 

にぎわい空間創出に伴う効果、利用状況、交通環境等への影響 

備考 本件は、１月３１日に、市政記者クラブへ資料提供しました。 

（リニア関連都心開発部リニア関連・名駅周辺開発推進課 内線 2966） 
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幹 部 会 報 告 事 項

令和７年２月３日

名 古 屋 市 警 察 部

事項 犯罪発生状況と交通事故発生状況

１ 犯罪発生状況（令和６年暫定値）

(1) 特 徴

〇 令和６年は前年比約10％増加し、平成30年以来、総数５万件を超える

〇 自動車盗の発生が全国ワースト

〇 侵入盗も被害件数は減少しているものの、被害額は全国ワースト

〇 名古屋市内も自動車盗や住宅対象侵入盗が多発

内 〇 特殊詐欺は被害総額が約41億5,000万円となり、約13億7,000万円の増加

(2) 対 策

〇 自動車盗、侵入盗対策 ⇒ 確実な施錠＋複数の防犯対策の組み合わせ

〇 特殊詐欺対策 ⇒ 犯人と話さない対策

自動通話録音機の設置、国際電話からの着信を休止する申請など

２ 交通事故発生状況（令和７年1月30日現在・暫定値）

(1) 死亡事故発生状況

愛知県内：７人 名古屋市内：３人（多発警報発令中）

容 (2) 特徴と対策

〇 名古屋市内の死亡事故は、深夜から明け方にかけて発生

〇 確実な安全確認と信号など交通ルールの遵守

(3) 春先にかけての交通事故抑止のポイント（自転車利用時のポイント）

〇 見通しのきかない交差点は、確実に徐行し、必ず安全確認を実施

〇 車道では左側を通行し、信号や一時停止を必ず守る

〇 ヘルメットをかぶって頭部を守る（死亡事故リスクが軽減）

※ 地域別のヘルメット着用率（Ｒ６中の自転車死傷者ヘルメット着用率）

西尾張：18.0% 東尾張：22.3％ 西三河：25.6% 東三河：25.7％

名古屋市：14.7％ （県平均：19.0％）

※ 名古屋市内でも区によって24.3％～9.5％と格差あり



愛 知 県 警 察 本 部

生 活 安 全 総 務 課

令 和 ７ 年 １ 月 1 4 日

NO.１

※ 令和６年11月末暫定値 刑法犯 認知件数 46,979件（前年同期比＋8.8％）

特殊詐欺の被害が増加し
被害額は、４１億 千万円を5
超えました

※ 令和６年11月末暫定値
自動車盗 認知件数 809件（前年同期比＋25.4％）
侵入盗 認知件数 2,464件（前年同期比ー10.8％）

被害額 約36億6,９30万円

自動車盗の発生は全国ワーストで、特定車種が
狙われています
また侵入盗の被害件数は減少しているものの、

被害額は全国ワーストです

令和６年中の犯罪情勢

※ 令和６年中の犯罪統計数値は２月６日以降に公表予定です

安心・安全の愛知のため、あなたの安心・安全のため、令和７年もご協力をお願いします

※ 令和６年中暫定値
特殊詐欺 認知件数 1,46９件（前年比＋8.3％）
被害額 約４1億5,2０２万円（前年比＋49.5％）

～最新の犯罪情報・防犯情報は、アプリ「アイチポリス」から～

特殊詐欺は組織犯罪特別捜査課による集計

確実な施錠＋複数の防犯対策の組み合わせ

携帯電話もご用心

令和６年中の愛知県の刑法犯認知件数は、
０ 件を超え、前年と比べ、１割近く上回る5 ,000

見込みで、令和４年から３年連続で増加傾向に
あります



愛 知 県 警 察 本 部

生 活 安 全 総 務 課

愛知県警察や他の都道府県警察をかたり、実際にニュースで報道
されている捜査中の事件名を告げ、

「リモートで取調べを行う」などと言って、ＳＮＳに誘導され、
個人情報を聞かれた挙げ句、「資金調査」や「優先捜査」などの名目で
金銭をだまし取る手口です。

NO.３

令 和 ７ 年 １ 月 2 2 日

「あなたに容疑がかかっている」
「警察に出頭して欲しい」



夕方の５～７(ゴーナナ)は“魔の時間”
 ～歩行者は反射材等を着用
　　　　　　　ドライバーは早めのライトオン～

愛知県警察本部交通部交通総務課 交通事故対策室

今回は、身近で手軽な乗り物である自転車について、交通事故の実態と事故防止の

ポイントをご紹介します。ぜひ実践して安全に自転車を利用しましょう。
※各データは令和元年～令和５年に愛知県内で発生した事故をもとに作成

令和５年４月１日からすべての自転車利用者に対して着用が努力義務化されています！

自転車利用時の事故防止ポイント！

③ を かぶり 頭部を 守り ま し ょ う ！

【道路形状別・事故類型別 自転車死傷者の割合】
自転車死傷者の約８割が交差点において死傷

し、約６割が出合頭事故によるものです。

見通しのきかない交差点に徐行せずに進入す

ることは大変危険な行為です。

車両単独

1.7%

正面衝突

1.0%

出合頭

57.5%
追突

0.8%

右左折時

29.3%

その他

9.6%

17,629人

30,635人

その1：交差点における出合頭事故が多くを占めています！

交差点

76.8%

交差点付近

2.7%
単路

18.9%

その他

1.5%

23,536人

30,635人

その３：頭部を負傷して亡くなる方が多くを占めています！

顔部

1.7%
胸部

7.7%

頚部

6.0%

腰部

6.0%

頭部

68.4%

その他

10.3%

死者

１１７人

【自転車死者の負傷主部位別の割合】

交差点！

出合頭！

被害軽減には頭部を守る

ことがとても重要です。

ヘルメットを正しく着用し

て、死亡リスクを減らしま

しょう。

① 見通し のき かない交差点は、 確実に徐行し 、 を し ま し ょ う ！

② 車道では左側を 通行し 、 を 必ず守り ま し ょ う ！

違反あり

75.6%

違反なし

24.4%

【自転車死傷者の法令違反の有無】

その2：交通ルールを守ることで防げる事故がたくさんあります。

※第１当・２当のみ集計

死者に限ると「違反あり」は、

とさらに高くなります！

８６．３％

等々

自転車死傷者の約８割に何らかの法令違反があります。自転

車も道路交通法上は車の仲間（車両）です。交通ルール（法

令）を守ることで防げる事故はたくさんあります。

信号無視 一時不停止

携帯電話使用 安全不確認（ 安全運転義務違反）

令和６年11月１日から、自転車も、いわゆる「ながらスマホ」と酒気帯び運転等に罰則が整備されました！

令和６年５月24日から２年以内に自転車の違反行為に交通反則切符（青切符）が適用されるようになります！ 法
改
正
！法

改
正
！

法
改
正
！

※自転車の基本的な交通ルールをわかりやすく動画で

紹介しています。ぜひご覧ください！

【小学生向け】 【中高生向け】 【成人向け】

見通しのきかない交差点での徐行は、自転車利用者も義務です。徐行せずに安全確認はできません！

８０人

30,406人

22,996人

7,410人

右側通行


